様式第１号（第７条関係）

年　　月　　日　　


おいらせ町長　様


申請者　　住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　


令和８年度おいらせ町結婚新生活支援補助金交付申請書


　令和８年度おいらせ町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、令和８年度おいらせ町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり補助金の交付を申請します。
　なお、令和８年度おいらせ町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第８条第３項に基づく調査については、おいらせ町が公簿等の閲覧及び関係機関へ照会等を行うことに同意します。


記


　１　補助金交付申請額　　　金　　　　　　　　　　　　円

　２　添付書類
　　　別紙３のとおり








様式第１号　別紙１
	新婚世帯

	世帯の状況
	
	申請者
	配偶者

	
	（ふりがな）
氏名
	（　　　　　　　）
	（　　　　　　　）

	
	生年月日
	
	

	
	婚姻日
	

	
	婚姻日時点の満年齢
	
	

	
	住宅への住民登録年月日
	
	

	新婚世帯の所得
	直近の所得証明書による所得
（　　　　　　　　　年分）
	(A)　　　　　　　円
	(B)　　　　　　　円

	
	貸与型奨学金年間返済額
※所得証明書の期間と同一期間
	(C)　　　　　　　円
	(D)　　　　　　　円

	
	合計(A)+(B)-(C)-(D)
※合計額500万円未満であること
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	対象経費内訳
	住宅所在地
	おいらせ町

	
	(E)住宅取得費用　※建物の建築・購入費のみ対象
	(E)　　　　　　円

	
	(F)住宅賃貸費用
・支払金額　合計（①　　　　　　　　円）※別紙２合計額
　…うち賃料（②　　　）ヵ月分
・住宅手当等　月額（　　　　）円×（　　）ヶ月分
＝（③　　　　円）
・対象経費　①－③＝（　　　　　　　　　　）円＝(F)
	(F)　　　　　　円

	
	(G)引越費用
	(G)　　　　　　円

	
	(H)増改築・リフォーム費用
	(H)　　　　　　円

	
	補助対象経費合計額（I）（(E)から（H）の合計額）
	(I)　　　　　　円

	補助金申請額
	新規世帯


	補助金交付申請額の算定（※1,000円未満切り捨て）
	　　　　　　　 円

	
	
	☐
	【婚姻時点において夫婦共に２９歳以下の世帯】 (I)と６０万円を比較し、低い額を記入
	

	
	
	☐
	【その他の世帯】 
(I)と３０万円を比較し、低い額を記入
	

	
	継続世帯
☐
	補助金交付申請額の算定（※1,000円未満切り捨て）
前年度の上限額から交付額を差し引いた額と（I）を比較し、低い額を記入［前年度交付額　　　　　　円］
	　　　　　　　 円



様式第１号　別紙２

※対象経費：賃料（共益費を含む。）、敷金、礼金、仲介手数料
	支払日
	内容
	支払金額

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	円

	合計支払金額
	円









様式第１号　別紙３

関係書類一覧
	①
	婚姻届け受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本※
	

	②
	夫婦の住民票の写し※
	

	③
	夫婦の直近の所得証明書※
	

	④
	住宅手当等支給証明書（様式第２号）
	

	⑤
	住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し
	

	⑥
	住宅の改修工事請負契約書及び領収書等の写し
	

	⑦
	住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し
	

	⑧
	引越し費用の領収書等の写し
	

	⑨
	町内会加入証明書（様式第３号）
	

	⑩
	貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
	

	⑪
	税金の滞納がないことを証する書類※
	

	⑫
	講座受講又は医療機関相談証明書（様式第４号）
	

	⑬
	誓約書（様式第５号）
	

	
	
	

	
	
	


※公的機関の書類については、発行から３か月以内のものであること。








